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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点検情報の表示および入力を行う携帯端末と、
　前記携帯端末との間で前記点検情報の送受信を行うことで前記点検情報を管理する管理
装置と、を備える点検支援システムであって、
　前記点検情報は、
　前記携帯端末に表示させる複数の点検項目を階層構造の複数のグループに分類して設定
する点検マスタ情報と、
　前記携帯端末に入力された前記点検項目ごとの点検結果を示す点検結果情報と、を含み
、
　前記点検マスタ情報は、前記点検項目ごとに複数の個別情報が設定されたテーブルであ
り、前記点検項目が属する前記グループが階層ごとに１つの前記個別情報として設定され
、
　前記携帯端末は、
　各種情報を表示する表示部と、
　使用者の入力操作を受け付ける入力部と、
　前記点検マスタ情報に基づき、前記表示部に前記グループを階層ごとにリスト表示する
と共に、前記入力部を介して前記グループを選択する前記入力操作を受け付けるグループ
選択手段と、
　前記入力操作によって選択された前記グループを階層ごとに前記表示部に表示するグル
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ープ表示手段と、
　前記点検マスタ情報に基づき、前記入力操作によって選択された前記グループのうちの
最下層の前記グループに属する前記点検項目を前記表示部に表示する点検項目表示手段と
、
　前記入力部を介して前記点検項目ごとに前記点検結果の前記入力操作を受け付ける点検
結果入力手段と、
　前記点検結果入力手段が受け付けた前記入力操作に基づき、前記グループに属する全て
の前記点検項目について前記点検結果の前記入力操作を受け付けたか否かを識別するため
の識別情報を前記グループごとに前記表示部に表示する識別情報表示手段と、を備えるこ
とを特徴とする、
　点検支援システム。
【請求項２】
　前記点検マスタ情報は、前記点検結果として選択される選択肢が前記個別情報として設
定されることを特徴とする、
　請求項１に記載の点検支援システム。
【請求項３】
　前記点検マスタ情報は、前記携帯端末において前記点検項目と共に表示される参考情報
が前記個別情報として設定されることを特徴とする、
　請求項１または２に記載の点検支援システム。
【請求項４】
　前記点検マスタ情報は、テキストデータから構成される、またはテキストデータから構
成される点検マスタ予備情報に基づいて生成されることを特徴とする、
　請求項１乃至３のいずれかに記載の点検支援システム。
【請求項５】
　前記点検結果情報は、テキストデータから構成される、または前記点検結果情報に基づ
いてテキストデータから構成される点検結果予備情報が生成されることを特徴とする、
　請求項１乃至４のいずれかに記載の点検支援システム。
【請求項６】
　前記携帯端末は、前記点検情報を記憶する端末側記憶部を備え、
　前記管理装置は、前記点検情報を記憶する管理側記憶部を備え、
　前記携帯端末および前記管理装置の少なくともいずれかは、前記端末側記憶部に記憶さ
れた前記点検情報と前記管理側記憶部に記憶された前記点検情報を同期させる同期手段を
備えることを特徴とする、
　請求項１乃至５のいずれかに記載の点検支援システム。
【請求項７】
　前記識別情報は、
　前記グループに属する全ての前記点検項目について前記点検結果の前記入力操作を受け
付けていないことを示す第１の識別情報と、
　前記グループに属する一部の前記点検項目について前記点検結果の前記入力操作を受け
付けたことを示す第２の識別情報と、
　前記グループに属する全ての前記点検項目について前記点検結果の前記入力操作を受け
付けたことを示す第３の識別情報と、を含むことを特徴とする、
　請求項１乃至６のいずれかに記載の点検支援システム。
【請求項８】
　前記点検情報は、前記グループと認証用画像との対応関係を示す認証情報を含み、
　前記携帯端末は、画像を撮影する撮像部と、
　前記認証情報に基づき、前記撮像部によって撮影された前記認証用画像が前記表示部に
表示された前記グループに対応するものであるか否かを判定し、前記撮像部によって撮影
された前記認証用画像が前記表示部に表示された前記グループに対応するものである場合
に、前記点検結果の入力を許可する認証手段と、を備えることを特徴とする、
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　請求項１乃至７のいずれかに記載の点検支援システム。
【請求項９】
　前記管理装置は、
　前記点検結果情報を所定の様式に変換して報告書を生成する報告書生成手段を備えるこ
とを特徴とする、
　請求項１乃至８のいずれかに記載の点検支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種施設や設備、機械等の点検作業を支援するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種工場等の施設では、設備類が正常に稼働しているか否かを確認する点検作業
が定期的に行われている。この点検作業は一般に、作業者が施設内を巡回して計器類の表
示や設備の状態等を確認し、点検結果を記録用紙に記入するといった方法で行われている
。そして、点検結果が記入された記録用紙は、事務所等に整理して保管され、設備の稼働
状況や保全状態等の分析に活用されている。
【０００３】
　また、近年では、各種携帯端末を活用し、点検結果を電子的に入力するだけではなく、
点検作業を支援するための各種情報を表示することで、作業者の熟練度に関わらず効率的
に点検作業を行うことを目的としたシステム等も提案されている（例えば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１５９９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のシステムでは、複数のデータファイルを使用す
る比較的大規模なデータベースシステムとなっているため、点検項目の追加や変更等が容
易ではないという問題があった。すなわち、設備等の小改造や操業条件の変更等に対応し
て点検作業の内容を迅速に修正することが困難となっていた。
【０００６】
　また、点検項目を適切に分類し、携帯端末の狭い表示領域においてその他の各種情報と
共に効率的且つ分かりやすく表示するといったことが考慮されていないため、特に点検項
目が多岐にわたるような場合には、操作が煩雑になると共に点検漏れや点検ミスが発生し
やすくなるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、斯かる実情に鑑み、簡便且つ効率的に点検作業を行うことが可能な点検支援
システムを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明は、点検情報の表示および入力を行う携帯端末と、前記携帯端末との間で
前記点検情報の送受信を行うことで前記点検情報を管理する管理装置と、を備える点検支
援システムであって、前記点検情報は、前記携帯端末に表示させる複数の点検項目を階層
構造の複数のグループに分類して設定する点検マスタ情報と、前記携帯端末に入力された
前記点検項目ごとの点検結果を示す点検結果情報と、を含み、前記点検マスタ情報は、前
記点検項目ごとに複数の個別情報が設定されたテーブルであり、前記点検項目が属する前
記グループが階層ごとに１つの前記個別情報として設定され、前記携帯端末は、各種情報
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を表示する表示部と、使用者の入力操作を受け付ける入力部と、前記点検マスタ情報に基
づき、前記表示部に前記グループを階層ごとにリスト表示すると共に、前記入力部を介し
て前記グループを選択する前記入力操作を受け付けるグループ選択手段と、前記入力操作
によって選択された前記グループを階層ごとに前記表示部に表示するグループ表示手段と
、前記点検マスタ情報に基づき、前記入力操作によって選択された前記グループのうちの
最下層の前記グループに属する前記点検項目を前記表示部に表示する点検項目表示手段と
、前記入力部を介して前記点検項目ごとに前記点検結果の前記入力操作を受け付ける点検
結果入力手段と、前記点検結果入力手段が受け付けた前記入力操作に基づき、前記グルー
プに属する全ての前記点検項目について前記点検結果の前記入力操作を受け付けたか否か
を識別するための識別情報を前記グループごとに前記表示部に表示する識別情報表示手段
と、を備えることを特徴とする、点検支援システムである。
【０００９】
　（２）本発明はまた、前記点検マスタ情報は、前記点検結果として選択される選択肢が
前記個別情報として設定されることを特徴とする、上記（１）に記載の点検支援システム
である。
【００１０】
　（３）本発明はまた、前記点検マスタ情報は、前記携帯端末において前記点検項目と共
に表示される参考情報が前記個別情報として設定されることを特徴とする、上記（１）ま
たは（２）に記載の点検支援システムである。
【００１１】
　（４）本発明はまた、前記点検マスタ情報は、テキストデータから構成される、または
テキストデータから構成される点検マスタ予備情報に基づいて生成されることを特徴とす
る、上記（１）乃至（３）のいずれかに記載の点検支援システムである。
【００１２】
　（５）本発明はまた、前記点検結果情報は、テキストデータから構成される、または前
記点検結果情報に基づいてテキストデータから構成される点検結果予備情報が生成される
ことを特徴とする、上記（１）乃至（４）のいずれかに記載の点検支援システムである。
【００１３】
　（６）本発明はまた、前記携帯端末は、前記点検情報を記憶する端末側記憶部を備え、
前記管理装置は、前記点検情報を記憶する管理側記憶部を備え、前記携帯端末および前記
管理装置の少なくともいずれかは、前記端末側記憶部に記憶された前記点検情報と前記管
理側記憶部に記憶された前記点検情報を同期させる同期手段を備えることを特徴とする、
上記（１）乃至（５）のいずれかに記載の点検支援システムである。
【００１６】
　（７）本発明はまた、前記識別情報は、前記グループに属する全ての前記点検項目につ
いて前記点検結果の前記入力操作を受け付けていないことを示す第１の識別情報と、前記
グループに属する一部の前記点検項目について前記点検結果の前記入力操作を受け付けた
ことを示す第２の識別情報と、前記グループに属する全ての前記点検項目について前記点
検結果の前記入力操作を受け付けたことを示す第３の識別情報と、を含むことを特徴とす
る、上記（１）乃至（６）のいずれかに記載の点検支援システムである。
【００１７】
　（８）本発明はまた、前記点検情報は、前記グループと認証用画像との対応関係を示す
認証情報を含み、前記携帯端末は、画像を撮影する撮像部と、前記認証情報に基づき、前
記撮像部によって撮影された前記認証用画像が前記表示部に表示された前記グループに対
応するものであるか否かを判定し、前記撮像部によって撮影された前記認証用画像が前記
表示部に表示された前記グループに対応するものである場合に、前記点検結果の入力を許
可する認証手段と、を備えることを特徴とする、上記（１）乃至（７）のいずれかに記載
の点検支援システムである。
【００１８】
　（９）本発明はまた、前記管理装置は、前記点検結果情報を所定の様式に変換して報告



(5) JP 5634592 B1 2014.12.3

10

20

30

40

50

書を生成する報告書生成手段を備えることを特徴とする、上記（１）乃至（８）のいずれ
かに記載の点検支援システムである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る点検支援システムによれば、簡便且つ効率的に点検作業を行うことが可能
という優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態に係る点検支援システムの構成を示した概略図である。
【図２】実施形態における点検項目の分類を示した概略図である。
【図３】点検マスタ情報の一例を示した概略図である。
【図４】（ａ）表示マスタ情報の一例を示した概略図である。（ｂ）作業者マスタ情報の
一例を示した概略図である。
【図５】（ａ）点検結果情報の一例を示した概略図である。（ｂ）点検結果補助情報の一
例を示した概略図である。（ｃ）点検結果情報と点検結果補助情報を１つのデータファイ
ルに統合した場合の一例を示した概略図である。
【図６】（ａ）携帯端末の内部構成を示した概略図である。（ｂ）管理装置の内部構成を
示した概略図である。
【図７】作業者が点検を行う際に携帯端末の表示部に表示される点検画面の一例を示した
概略図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）点検支援システムによる点検作業の手順を示した概略図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）点検支援システムによる点検作業の手順を示した概略図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）点検支援システムによる点検作業の手順を示した概略図である
。
【図１１】（ａ）～（ｃ）点検支援システムによる点検作業の手順を示した概略図である
。
【図１２】（ａ）～（ｃ）点検支援システムによる点検作業の手順を示した概略図である
。
【図１３】（ａ）～（ｃ）点検支援システムによる点検作業の手順を示した概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。
【００２２】
　まず、本実施形態に係る点検支援システム１の基本的な構成について説明する。図１は
、本実施形態に係る点検支援システム１の構成を示した概略図である。同図に示されるよ
うに、点検支援システム１は、点検作業を行う作業者が携帯し、点検情報１００の表示お
よび入力を行う携帯端末１０と、事務所等に設置され、点検情報１００を管理する管理装
置２０と、を備えて構成されている。
【００２３】
　携帯端末１０は、例えばいわゆるタブレット端末やスマートフォン、携帯電話等から構
成され、情報の表示および入力を行うタッチパネル１１と、静止画像および動画像を撮影
するカメラ１２と、を備えている。管理装置２０は、一般的なノートＰＣやデスクトップ
ＰＣ等のコンピュータから構成され、情報の入力を行うキーボード２１およびタッチパッ
ド２２と、情報の表示を行う表示ディスプレイ２３と、を備えている。
【００２４】
　携帯端末１０および管理装置２０は、例えば無線ＬＡＮ等の通信ネットワークに接続さ
れており、この通信ネットワークを介して情報を送受信することにより、個別に記憶した
点検情報１００を同期させるようになっている。この点検情報１００は、複数の情報（デ
ータファイル）から構成されており、図１に示されるように、点検マスタ情報１１０と、
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表示マスタ情報１２０と、作業者マスタ情報１３０と、点検結果情報１４０と、点検結果
補助情報１５０と、認証情報１６０と、参照情報１７０と、画像情報１８０と、を少なく
とも含んで構成されている。
【００２５】
　次に、点検情報１００に含まれる各情報の詳細について説明する。
【００２６】
　点検マスタ情報１１０は、携帯端末１０に表示させる複数の点検項目を階層構造の複数
のグループに分類して設定した情報である。図２は、本実施形態における点検項目の分類
を示した概略図である。同図に示されるように、本実施形態では、点検項目を第１～第３
の３つの階層にそれぞれ設定した複数のグループによって分類している。
【００２７】
　具体的に本実施形態では、Ｘ施設における複数の点検項目を、まずＸ施設の「１階」お
よび「２階」の２つのグループに分類することで、Ｘ施設に属する点検項目を階ごとにグ
ループ分けしている（第１の階層）。次に、「１階」に属する点検項目を「Ａ室」および
「Ｂ室」の２つのグループに分類し、「２階」に属する点検項目を「Ｃ室」および「Ｄ室
」の２つのグループに分類することで、各階に属する点検項目を室ごとにグループ分けし
ている（第２の階層）。
【００２８】
　そして、「Ａ室」に属する点検項目を「ａ設備」、「ｂ設備」および「ｃ設備」に分類
し、「Ｂ室」に属する点検項目を「ｄ設備」および「ｅ設備」に分類し、「Ｃ室」に属す
る点検項目を「ｆ設備」および「ｇ設備」に分類することで、各室に属する点検項目を各
室に設置された設備ごとにグループ分けしている（第３の階層）。なお、この例では、「
Ｄ室」に含まれる点検項目については、第３の階層における分類を行っていない。
【００２９】
　このように、点検項目を階層構造の複数のグループに分類することで、携帯端末１０の
比較的狭い表示領域（タッチパネル１１）においても、各点検項目を、関連する各種情報
と共に効率的に表示することが可能となる。さらに、本実施形態では、データ形式および
構造を工夫することで、点検マスタ情報１１０の生成および修正ならびに同期をきわめて
簡便且つ容易に行うことを可能としている。
【００３０】
　図３は、点検マスタ情報１１０の一例を示した概略図である。同図に示されるように、
点検マスタ情報１１０は、複数の点検項目情報１１１ごとに個別情報１１２を設定したテ
ーブルであり、本実施形態では、ＣＳＶ（Ｃｏｍｍａ－Ｓｅｐａｒａｔｅｄ　Ｖａｌｕｅ
ｓ）形式のテキストデータから構成されている。携帯端末１０は、この点検マスタ情報１
１０に基づいて作業者に対する情報の表示を行うようになっている。
【００３１】
　点検項目情報１１１は、点検作業における個別具体的な内容を点検項目として作業者に
提示するために携帯端末１０に表示される情報である。従って、点検項目情報１１１には
、点検項目として個別の点検作業の具体的な名称や内容等が設定されると共に、必要に応
じて計器類の記号（例えば、ＰＴ－１）等の付加情報が付加される。なお、「２階」の「
Ｄ室」における「備考」とは、作業者が任意のコメントを入力するための項目であり、点
検項目情報１１１には、このような項目を設定することも可能となっている。
【００３２】
　個別情報１１２は、各点検項目情報１１１に付随して設定される情報である。本実施形
態では、個別情報１１２として、グループ情報１１２ａと、表示参考情報１１２ｂと、選
択肢情報１１２ｃと、を設定している。
【００３３】
　グループ情報１１２ａは、各点検項目情報１１１が各階層において属するグループ名を
示す情報である。本実施形態では、点検項目情報１１１を３つの階層に分類しているため
、各点検項目情報１１１には、例えば「１階」、「Ａ室」および「ａ設備」等、「第１の
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階層」、「第２の階層」および「第３の階層」の３つのグループ情報１１２ａがそれぞれ
設定されている。なお、グループ情報１１２ａでは、グループが設定されていない階層に
は空欄が設定される。
【００３４】
　表示参考情報１１２ｂは、各点検項目の点検を行う際に作業者が参考にする情報として
携帯端末１０に表示される参考情報の内容を示すものである。本実施形態では、計器類の
読み取り値の「下限値」および「上限値」ならびに「単位」を、表示参考情報１１２ｂと
して点検項目情報１１１ごとに設定している。なお、点検項目と共に参考情報を表示する
必要がない場合には、全ての表示参考情報１１２ｂに空欄が設定される。また、例えば「
１階」の「Ａ室」の「ａ設備」における「１次圧力（ＰＴ－１）」のように、「下限値」
および「単位」のみを表示すれば足りる場合には、「上限値」に空欄が設定される。
【００３５】
　選択肢情報１１２ｃは、点検結果として作業者に選択させるために携帯端末１０に表示
する選択肢を示す情報である。本実施形態では、「第１の選択肢」～「第３２の選択肢」
の３２個の選択肢情報１１２ｃを設定しており、作業者に対して最大３２個の選択肢を提
示することが可能となっている。なお、作業者に点検結果として数値や文字等を携帯端末
１０に入力させる点検項目情報１１１については、全ての選択肢情報１１２ｃに空欄が設
定される。また、例えば「１階」の「Ａ室」の「ａ設備」における「警報の有無」のよう
に、「有」および「無」の２つの選択肢のみを設定する場合には、「第１の選択肢」に「
有」が、「第２の選択肢」に「無」が設定され、「第３の選択肢」～「第３２の選択肢」
には空欄が設定される。
【００３６】
　このように、点検項目情報１１１ごとに個別情報１１２を設定したテーブルから点検マ
スタ情報１１０を構成することにより、複雑なデータベースシステムを採用することなく
、簡便且つ安価に点検支援システム１を実現することが可能となる。特に、グループ情報
１１２ａを階層ごとに１つの個別情報１１２として設定することにより、点検マスタ情報
１１０を１つのデータファイルとしながらも、点検項目を階層構造にグループ分けするこ
とが可能となる。
【００３７】
　この結果、本実施形態では、携帯端末１０と管理装置２０の間で容易に点検マスタ情報
１１０を共有しながらも、携帯端末１０における効率的な情報の表示が可能となっている
。さらに、本実施形態では、点検マスタ情報１１０をＣＳＶ形式のテキストデータから構
成することで、点検マスタ情報１１０の生成、閲覧および編集を、一般的な表計算ソフト
（スプレッドシート）やテキストエディタ等を使用してきわめて容易に行うことが可能と
なっている。すなわち、本実施形態では、点検項目の数が多く、且つその内容が多岐にわ
たるような場合にも、点検マスタ情報１１０を容易に生成することが可能であると共に、
点検項目の追加や変更等も容易に行うことが可能となっている。
【００３８】
　なお、点検マスタ情報１１０は、個別情報１１２として、その他の情報を含むものであ
ってもよい。また、選択肢情報１１２ｃの個数が３２に限定されないことは言うまでもな
い。また、点検マスタ情報１１０は、例えばＴＳＶ（Ｔａｂ－Ｓｅｐａｒａｔｅｄ　Ｖａ
ｌｕｅｓ）形式やＳＳＶ（Ｓｐａｃｅ－Ｓｅｐａｒａｔｅｄ　Ｖａｌｕｅｓ）形式等、そ
の他の形式のテキストデータであってもよい。
【００３９】
　表示マスタ情報１２０は、携帯端末１０における表示画面のうち、変更可能な領域にお
ける表示名称（表示内容）を設定した情報である。また、作業者マスタ情報１３０は、点
検作業を行う作業者を設定した情報である。図４（ａ）は、表示マスタ情報１２０の一例
を示した概略図であり、同図（ｂ）は、作業者マスタ情報１３０の一例を示した概略図で
ある。
【００４０】
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　図４（ａ）に示されるように、表示マスタ情報１２０は、複数の表示名称情報１２０ａ
～１２０ｊを設定したテーブルである。各表示名称情報１２０ａ～１２０ｊは、携帯端末
１０の表示画面においてそれぞれ異なる領域に表示する名称を設定するものとなっている
。また、図４（ｂ）に示されるように、作業者マスタ情報１３０は、複数の作業者名情報
１３０ａを設定したテーブルであり、点検作業を行う作業者と同数の作業者名情報１３０
ａが設定されている。
【００４１】
　本実施形態では、点検マスタ情報１１０と同様に、表示マスタ情報１２０および作業者
マスタ情報１３０を、それぞれＣＳＶ形式のテキストデータから構成しているため、表示
マスタ情報１２０および作業者マスタ情報１３０を、点検マスタ情報１１０と共に、容易
に生成、閲覧および編集することが可能となっている。なお、点検マスタ情報１１０と同
様に、表示マスタ情報１２０および作業者マスタ情報１３０を、その他の形式のテキスト
データから構成するようにしてもよいことは言うまでもない。また、表示マスタ情報１２
０と作業者マスタ情報１３０を１つのデータファイルに統合するようにしてもよいし、表
示マスタ情報１２０および作業者マスタ情報１３０のいずれか一方または両方を点検マス
タ情報１１０と統合するようにしてもよい。
【００４２】
　点検結果情報１４０は、作業者によって携帯端末１０に入力された点検項目ごとの点検
結果を示す情報である。また、点検結果補助情報１５０は、点検結果に関する補助的な情
報を示したものである。図５（ａ）は、点検結果情報１４０の一例を示した概略図であり
、同図（ｂ）は、点検結果補助情報１５０の一例を示した概略図である。
【００４３】
　図５（ａ）に示されるように、点検結果情報１４０は、点検マスタ情報１１０と同様に
、複数の点検項目情報１４１ごとに個別情報１４２を設定したテーブルであり、本実施形
態では、個別情報１４２として、グループ情報１４２ａと、表示参考情報１４２ｂと、入
力結果情報１４２ｃと、を設定している。このうち、点検項目情報１４１、グループ情報
１４２ａおよび表示参考情報１４２ｂは、点検マスタ情報１１０における点検項目情報１
１１、グループ情報１１２ａおよび表示参考情報１１２ｂと同一である。すなわち、点検
結果情報１４０は、点検マスタ情報１１０の選択肢情報１１２ｃを、作業者の携帯端末１
０への入力に基づく入力結果情報１４２ｃに置き換えた形となっている。
【００４４】
　なお、点検結果情報１４０は、点検マスタ情報１１０に入力結果情報１４２ｃを追加し
たものであってもよい。すなわち、点検結果情報１４０は、選択肢情報１１０ｃを含んだ
ものであってもよい。また、点検結果情報１４０は、点検項目情報１４１および入力結果
情報１４２ｃのみからなるものであってもよい。
【００４５】
　図５（ｂ）に示されるように、点検結果補助情報１５０は、例えば点検を行った日（点
検日）、点検を開始した時間（開始時間）、点検を終了した時間（終了時間）、点検を行
った作業者（作業者名）、手書きメモが作成されたか否か（手書きメモの有無）、静止画
像が撮影されたか否か（撮影画像の有無）、および動画像が撮影されたか否か（撮影動画
の有無）等、点検結果に関する補助的な情報である複数の補助情報１５０ａを示したテー
ブルである。なお、点検結果補助情報１５０の内容は、図５（ｂ）に示した例に限定され
るものではなく、点検結果の分析や報告書の作成等に必要な補助情報１５０ａを含むもの
であればよい。
【００４６】
　本実施形態では、点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０を、それぞれＣＳ
Ｖ形式のテキストデータから構成しているため、一般的な表計算ソフトやテキストエディ
タ等を使用して点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０を容易に閲覧し、加工
編集することが可能となっている。なお、点検結果情報１４０および点検結果補助情報１
５０は、その他の形式のテキストデータから構成するようにしてもよいことは言うまでも
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ない。
【００４７】
　また、点検結果情報１４０と点検結果補助情報１５０を１つのデータファイルに統合す
るようにしてもよい。図５（ｃ）は、点検結果情報１４０と点検結果補助情報１５０を１
つのデータファイルに統合した場合の一例を示した概略図である。例えば、同図に示され
るように、補助情報１５０ａを各点検項目情報１４１の個別情報１４２として設定するこ
とで、シンプルで扱いやすい形式のまま、点検結果情報１４０に補助情報１５０ａを含め
ることが可能となる。なお、この場合、点検項目情報１４１ごとに、同じ内容の補助情報
１５０ａが格納されることとなる。また、その他の既知の手法により、点検結果情報１４
０と点検結果補助情報１５０を統合するようにしてもよいことは言うまでもない。
【００４８】
　認証情報１６０は、点検マスタ情報１１０のグループ情報１１２ａに設定されたグルー
プと認証用画像との対応関係を示した情報である。本実施形態では、点検が適正に行われ
たことを認証すべく、作業者が携帯端末１０で撮影したバーコード等の認証用画像が、作
業者が選択したグループに対応するものである場合に、そのグループに属する点検項目に
ついて携帯端末１０への点検結果の入力が可能となるようにしており、認証情報１６０は
、この対応関係を示すものとなっている。
【００４９】
　なお、認証用画像と対応付けるグループはいずれの階層のものであってもよい。すなわ
ち、例えばより厳密な認証が必要な場合には、より下層のグループを認証用画像と対応付
け、認証回数を低減して点検作業を迅速化する場合には、より上層のグループを認証用画
像と対応付ければよい。また、認証用画像は、特に限定されるものではなく、例えば１次
元バーコードや２次元バーコード等であってもよいし、その他の図形や記号、文字等であ
ってもよいし、設備等の外観や特徴的な形状等であってもよい。また、認証情報１６０の
形式は特に限定されず、携帯端末１０で処理可能な形式のものであればよい。
【００５０】
　参照情報１７０は、点検作業に際して作業者が必要に応じて参照する、各種マニュアル
や付属情報等である。また、画像情報１８０は、点検作業において作業者が携帯端末１０
で作成した手書きメモや、作業者が携帯端末１０で撮影した静止画像または動画像である
。参照情報１７０および画像情報１８０の形式は特に限定されず、携帯端末１０で処理可
能な形式であればよい。
【００５１】
　次に、携帯端末１０および管理装置２０の詳細な構成について説明する。
【００５２】
　図６（ａ）は、携帯端末１０の内部構成を示した概略図である。同図に示されるように
、携帯端末１０は、装置構成として、ＣＰＵ３１と、ＲＯＭ３２と、ＲＡＭ３３と、補助
記憶部３４と、入力部３５と、表示部３６と、通信部３７と、撮像部３８と、バス３９と
、を備えている。
【００５３】
　ＣＰＵ３１は、中央演算処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）であり、各種プログラムを実行することによって携帯端末１０の各種機能を実現する。
ＲＯＭ３２は、リード・オンリー・メモリ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）であり
、ＣＰＵ３１で実行される基本的なプログラムを記憶する。ＲＡＭ３３は、ランダム・ア
クセス・メモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であり、ＣＰＵ３１の作
業領域として使用される。
【００５４】
　補助記憶部３４は、例えばフラッシュメモリやソリッド・ステート・ドライブ（Ｓｏｌ
ｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等から構成され、携帯端末１０の全体的な基本動作を実
現するＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）プログラム等、後述する機能的構成を
実現するための各種プログラムを記憶すると共に、管理装置２０との間で同期される点検
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情報１００を記憶する端末側記憶部として機能する。
【００５５】
　入力部３５は、タッチパネル１１の静電容量センサ等から構成され、作業者による点検
結果の入力を含む各種情報の入力操作を受け付ける。表示部３６は、タッチパネル１１の
液晶ディスプレイ等から構成され、作業者に対して点検項目等の各種情報を表示すると共
に、携帯端末１０の操作インタフェースを提供する。通信部３７は、通信ネットワークを
介して管理装置２０等との間で各種情報の送受信を行う。撮像部３８は、カメラ１２から
構成され、静止画像および動画像を撮影して補助記憶部３４に記憶する。バス３９は、各
部を一体的に接続して通信を行うための経路である。
【００５６】
　携帯端末１０はまた、機能的構成として、補助記憶部３４に記憶されたＯＳプログラム
および各種アプリケーションプログラム等をＣＰＵ３１が実行することにより実現される
基本制御手段４０と、補助記憶部３４に記憶された点検支援制御プログラムをＣＰＵ３１
が実行することにより実現される点検支援制御手段５０と、を備えている。
【００５７】
　基本制御手段４０は、携帯端末１０各部の基本的な動作制御を行うと共に、参照情報１
７０および画像情報１８０の閲覧や手書きメモの生成といった携帯端末１０の基本的な機
能を実現する。また、点検支援制御手段５０は、携帯端末１０による点検支援機能を実現
する。点検支援制御手段５０は、具体的な機能的構成として、グループ選択手段５０ａと
、グループ表示手段５０ｂと、点検項目表示手段５０ｃと、点検結果入力手段５０ｄと、
識別情報表示手段５０ｅと、点検結果生成手段５０ｆと、認証手段５０ｇと、同期手段５
０ｈと、前回結果表示手段５０ｉと、作業者選択手段５０ｊと、を少なくとも備えている
。
【００５８】
　グループ選択手段５０ａは、点検マスタ情報１１０のグループ情報１１２ａに基づき、
表示部３６に各グループを階層ごとにリスト表示すると共に、入力部３５を介してグルー
プを選択する入力操作を受け付ける。グループ表示手段５０ｂは、入力操作によって選択
されたグループを表示部３６に階層ごとに表示する。点検項目表示手段５０ｃは、点検マ
スタ情報１１０の点検項目情報１１１および表示参考情報１１２ｂに基づき、入力操作に
よって選択されたグループのうちの最下層のグループに属する点検項目を、参考情報と共
に表示部３６に表示する。
【００５９】
　点検結果入力手段５０ｄは、入力部３５を介して点検項目ごとに点検結果の入力操作を
受け付ける。具体的に点検結果入力手段５０ｄは、点検マスタ情報１１０の選択肢情報１
１２ｃに選択肢が設定されている場合には、選択肢を表示部３６にリスト表示等すると共
に、入力部３５を介していずれかの選択肢を選択する入力操作を受け付ける。また、点検
マスタ情報１１０の選択肢情報１１２ｃに選択肢が設定されていない場合には、点検結果
入力手段５０ｄは、入力部３５を介して数値や文字等を直接入力する入力操作を受け付け
る。点検結果入力手段５０ｄはまた、入力された点検結果（入力結果）を表示部３６に表
示する。
【００６０】
　識別情報表示手段５０ｅは、点検結果入力手段５０ｄが受け付けた入力操作に基づき、
各グループに属する全ての点検項目について点検結果の入力操作を受け付けたか否かを識
別するための識別情報をグループごとに表示部３６に表示する。点検結果生成手段５０ｆ
は、点検マスタ情報１１０および点検結果入力手段５０ｄが受け付けた入力操作に基づき
、点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０を生成する。
【００６１】
　認証手段５０ｇは、認証情報１６０に基づき、撮像部３８によって撮影された認証用画
像が表示部３６に表示されたグループに対応するものであるか否かを判定し、認証手段５
０ｇは、撮影された認証用画像が表示されたグループに対応するものである場合には、そ
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のグループに属する点検項目について点検結果の入力を許可する。同期手段５０ｈは、補
助記憶部３４に記憶された点検情報１００を管理装置２０との間で同期させる（詳細は後
述する）。
【００６２】
　前回結果表示手段５０ｉは、携帯端末１０の補助記憶部３４に記憶された過去の点検結
果情報１４０に基づき、過去の点検結果（入力結果）を点検項目ごとに表示部３６に表示
する。本実施形態では、携帯端末１０の補助記憶部３４に過去の点検結果情報１４０を複
数記憶可能となっており、前回結果表示手段５０ｉは、これらの入力結果情報１４２ｃに
示された入力結果を表示部３６に表示する。
【００６３】
　作業者選択手段５０ｊは、作業者マスタ情報１３０の作業者名情報１３０ａに基づき、
表示部３６に作業者名をリスト表示すると共に、入力部３５を介して作業者名を選択する
入力操作を受け付ける。作業者選択手段５０ｊはまた、入力操作によって選択された作業
者名を表示部３６に表示する。
【００６４】
　図６（ｂ）は、管理装置２０の内部構成を示した概略図である。同図に示されるように
、管理装置２０は、装置構成として、ＣＰＵ６１と、ＲＯＭ６２と、ＲＡＭ６３と、補助
記憶部６４と、入力部６５と、表示部６６と、通信部６７と、バス６９と、を備えている
。
【００６５】
　ＣＰＵ６１は、各種プログラムを実行することによって管理装置２０の各種機能を実現
する。ＲＯＭ６２は、ＣＰＵ６１で実行される基本的なプログラムを記憶する。ＲＡＭ６
３は、ＣＰＵ６１の作業領域として使用される。補助記憶部６４は、例えばハードディス
クドライブ、光ディスクドライブ、フラッシュメモリまたはソリッド・ステート・ドライ
ブ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等から構成され、管理装置２０のＯＳプログ
ラム等、後述する機能的構成を実現するための各種プログラムを記憶すると共に、携帯端
末１０との間で同期される点検情報１００を記憶する管理側記憶部として機能する。
【００６６】
　入力部６５は、キーボード２１およびタッチパッド２２等から構成され、各種情報の入
力操作を受け付ける。表示部６６は、表示ディスプレイ２３等から構成され、各種情報を
表示すると共に、視覚的なインタフェースを提供する。通信部６７は、通信ネットワーク
を介して携帯端末１０等との間で各種情報の送受信を行う。バス６９は、各部を一体的に
接続して通信を行うための経路である。
【００６７】
　管理装置２０はまた、機能的構成として、補助記憶部６４に記憶されたＯＳプログラム
および各種アプリケーションプログラム等をＣＰＵ６１が実行することにより実現される
基本制御手段７０と、補助記憶部６４に記憶されたその他のプログラムをＣＰＵ６１が実
行することにより実現されるマスタ情報生成手段８１、報告書生成手段８２および同期手
段８３と、を備えている。
【００６８】
　基本制御手段７０は、管理装置２０各部の基本的な動作制御を行うと共に、管理装置２
０の基本的な機能を実現する。マスタ情報生成手段８１は、作業者や管理者等による入力
部６５を介した入力操作に基づいて、点検マスタ情報１１０、表示マスタ情報１２０およ
び作業者マスタ情報１３０を生成または修正する。本実施形態では、点検マスタ情報１１
０、表示マスタ情報１２０および作業者マスタ情報１３０をＣＳＶ形式のテキストデータ
から構成しているため、一般的な表計算ソフトやテキストエディタ等の実行により、マス
タ情報生成手段８１を実現することが可能となっている。
【００６９】
　報告書生成手段８２は、補助記憶部６４に記憶されたＣＳＶ形式の点検結果情報１４０
および点検結果補助情報１５０を所定の様式に変換して報告書を自動的に生成する。生成
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した報告書は、補助記憶部６４に記憶され、必要に応じて印刷出力される。報告書生成手
段８２は、専用の報告書生成プログラムをＣＰＵ６１が実行することにより実現される。
【００７０】
　同期手段８３は、携帯端末１０の同期手段５０ｈと共に、管理装置２０の補助記憶部６
４（管理側記憶部）に記憶された点検情報１００と、携帯端末１０の補助記憶部３４（端
末側記憶部）に記憶された点検情報１００との間で同期させる。
【００７１】
　具体的に同期手段５０ｈ、８３は、管理装置２０の補助記憶部６４に記憶された点検マ
スタ情報１１０、表示マスタ情報１２０、作業者マスタ情報１３０、点検結果情報１４０
、点検結果補助情報１５０、認証情報１６０、参照情報１７０および画像情報１８０等と
、携帯端末１０の補助記憶部３４に記憶された点検マスタ情報１１０、表示マスタ情報１
２０、作業者マスタ情報１３０、点検結果情報１４０、点検結果補助情報１５０、認証情
報１６０、参照情報１７０および画像情報１８０等とを比較し、古い情報を新しい情報に
置き換えることで、両者を同一且つ最新の状態とする。
【００７２】
　例えば、前回の同期後に管理装置２０において点検マスタ情報１１０に修正が加えられ
ている場合には、同期手段５０ｈ、８３は次の同期の際に、携帯端末１０の補助記憶部３
４に記憶されている点検マスタ情報１１０を管理装置２０の補助記憶部６４に記憶された
修正後の点検マスタ情報１１０に置き換える。また、点検作業終了後の同期においては、
同期手段５０ｈ、８３は、携帯端末１０において新たに生成された点検結果情報１４０お
よび点検結果補助情報１５０等を管理装置２０に送信して補助記憶部６４に記憶させる。
【００７３】
　なお、携帯端末１０の同期手段５０ｈおよび管理装置２０の同期手段８３のいずれか一
方のみを備えるようにし、同期手段５０ｈ、８３のいずれか一方のみで点検情報１００の
同期を行うようにしてもよい。
【００７４】
　次に、携帯端末１０に表示される画面の詳細について説明する。
【００７５】
　図７は、作業者が点検を行う際に携帯端末１０の表示部３６（タッチパネル１１）に表
示される点検画面２００の一例を示した概略図である。携帯端末１０の点検支援制御手段
５０は、補助記憶部３４に記憶された点検マスタ情報１１０、表示マスタ情報１２０およ
び作業者マスタ情報１３０に基づいて、点検画面２００を表示部３６に表示する。
【００７６】
　図７に示されるように、点検画面２００には、上部中央やや左側に、第１の階層表示領
域２１１と、第２の階層表示領域２１２と、第３の階層表示領域２１３と、が上から順に
設けられている。この第１～第３の階層表示領域２１１～２１３は、第１の階層のグルー
プ名、第２の階層のグループ名および第３の階層のグループ名がそれぞれ表示される領域
である。
【００７７】
　また、第１～第３の階層表示領域２１１～２１３の左側には、第１の識別情報表示領域
２２１、第２の識別情報表示領域２２２および第３の識別情報表示領域２２３がそれぞれ
設けられている。この第１～第３の識別情報表示領域２２１～２２３は、各グループに属
する全ての点検項目について点検結果が入力されたか否かを識別するための識別情報が表
示される領域であり、第１の識別情報表示領域２２１は、第１の階層表示領域２１１に表
示されているグループについての識別情報が表示される領域となっている。また、第２の
識別情報表示領域２２２は、第２の階層表示領域２１２に表示されているグループについ
ての識別情報が表示される領域であり、第３の識別情報表示領域２２３は、第３の階層表
示領域２１３に表示されているグループについての識別情報が表示される領域である。
【００７８】
　このように、グループの表示と共に識別情報を表示することで、そのグループに属する
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全ての点検項目を表示しなくとも、点検結果の入力状況を即座に把握することが可能とな
る。また、グループの階層ごとに識別情報を表示することで、第２または第３の階層表示
領域２１２、２１３に表示されていないグループの点検結果の入力状況についても、より
上層のグループの識別情報から把握することが可能となる。この結果、本実施形態では、
携帯端末１０の表示部３６における限られた表示範囲を有効活用し、閲覧性が高く且つ入
力が行いやすい点検画面２００の構成を実現しながらも、点検漏れや入力漏れをきわめて
容易に発見することを可能としている。
【００７９】
　第１～第３の識別情報表示領域２２１～２２３に表示する識別情報としては、本実施形
態では、着色範囲を変化させた円形の図形を表示するようにしている。具体的に本実施形
態では、そのグループに属する全ての点検項目について点検結果が入力されている場合に
は、識別情報として全体を着色した円形の図形（第１の識別情報）を表示し、そのグルー
プに属する一部の点検項目について点検結果が入力されている場合には、識別情報として
全体の半分を着色した円形の図形（第２の識別情報）を表示し、そのグループに属する全
ての点検項目について点検結果が入力されていない場合には、識別情報として全体が着色
されていない円形の図形（第３の識別情報）を表示するようにしている。
【００８０】
　このように、識別情報として図形を表示することにより、各階層の各グループに属する
点検項目についての点検結果の入力状況を直感的に把握することができるため、点検作業
を効率的に進めることが可能となる。なお、円形の図形以外にも、例えば矩形や星形等、
その他の形状の図形を識別情報として表示するようにしてもよいことは言うまでもない。
また、点検結果の入力された割合に応じて着色面積を変化させるようにしてもよいし、入
力状況や割合に応じて図形の長さや形状等を変化させるようにしてもよい。また、記号や
文字等から識別情報を構成するようにしてもよい。
【００８１】
　点検画面２００の中間部から下部にかけては、画面の上下方向にスクロール可能なスク
ロール表示領域２３０が設けられており、このスクロール表示領域２３０には、左側から
順に、点検項目が表示される点検項目表示領域２３１と、参考情報が表示される参考情報
表示領域２３２と、点検結果の入力および表示を行う点検結果入力表示領域２３３と、前
回の点検結果が表示される前回結果表示領域２３４と、が設けられている。
【００８２】
　点検項目表示領域２３１には、第１～第３の階層表示領域２１１～２１３に表示された
グループのうち、最下層のグループに属する全ての点検項目が上下方向に並べてリスト表
示される。本実施形態では、点検項目表示領域２３１は５個の点検項目を同時に表示可能
な大きさに構成されており、スクロール表示領域２３０を上方または下方にスクロールさ
せることで、隠れていた点検項目が順番に表示されると共に、表示されていた点検項目が
順番に隠れるようになっている。
【００８３】
　参考情報表示領域２３２には、点検マスタ情報１１０の表示参考情報１１２ｂに設定さ
れた参考情報が、点検項目ごとに対応させて表示される。本実施形態では、表示参考情報
１１２ｂとして「下限値」および「単位」のみが設定されている点検項目については、参
考情報表示領域２３２に例えば「０．７ＭＰａ以上」と表示され、表示参考情報１１２ｂ
として「上限値」および「単位」のみが設定されている点検項目については、参考情報表
示領域２３２に例えば「０．７ＭＰａ以下」と表示される。また、表示参考情報１１２ｂ
として「下限値」、「上限値」および「単位」が設定されている点検項目については、参
考情報表示領域２３２に例えば「０．４５～０．７５ＭＰａ」と表示され、表示参考情報
１１２ｂが設定されていない点検項目については、参考情報表示領域２３２には何も表示
されない。
【００８４】
　点検結果入力表示領域２３３には、点検結果の入力を受け付ける受付表示、または入力
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された点検結果（入力結果）が、点検項目ごとに表示される。すなわち、点検結果が入力
されていない点検項目については受付表示が表示され、点検結果が入力された点検項目に
ついては入力結果が表示される。点検結果入力表示領域２３３における表示の詳細につい
ては、後述する。
【００８５】
　前回結果表示領域２３４には、携帯端末１０の補助記憶部３４に記憶された過去の点検
結果情報１４０の入力結果情報１４２ｃに示された入力結果が、点検項目ごとに表示され
る。なお、前回結果表示領域２３４においては、通常は、過去の点検結果情報１４０のう
ち、最新のものにおける入力結果（すなわち、前回の入力結果）が表示されるが、前回結
果表示領域２３４をタップすることによって、過去最大１０回の点検結果情報１４０にお
ける入力結果を参照することが可能となっている。前回結果表示領域２３４における表示
の詳細については後述する。
【００８６】
　本実施形態ではこのように、点検項目表示領域２３１、参考情報表示領域２３２、点検
結果入力表示領域２３３および前回結果表示領域２３４をスクロール表示領域２３０に設
けることで、携帯端末１０の比較的狭い表示部３６においても、多数の点検項目を参考情
報および過去の結果と共に、閲覧性の高い状態で効率的に表示することを可能としている
。また、点検項目ごとの点検結果の入力も容易となっている。
【００８７】
　点検画面２００の上部右側には、作業者名を表示する作業者表示領域２４０が設けられ
ている。そして、作業者表示領域２４０の下方には、左側から順に、読込ボタン２５１と
、開始ボタン２５２と、終了ボタン２５３と、が設けられている。読込ボタン２５１は、
認証用画像の読込（撮影）を行う場合にタップ（押下）されるボタンである。
【００８８】
　開始ボタン２５２は、点検作業を開始する場合にタップされるボタンであり、認証手段
５０ｇによる認証がなされた後にロックが解除され、タップ操作を受け付ける状態となる
。また、開始ボタン２５２のタップにより、点検結果入力表示領域２３３のロックが解除
され、点検結果の入力が可能となる。終了ボタン２５３は、点検作業を終了する場合にタ
ップされるボタンであり、開始ボタン２５２がタップされた後にロックが解除され、タッ
プ操作を受け付ける状態となる。
【００８９】
　点検画面２００のスクロール表示領域２３０の下方には、左側から順に、戻るボタン２
５４と、静止画像撮影ボタン２５５と、動画像撮影ボタン２５６と、手書きメモボタン２
５７と、閲覧ボタン２５８と、が設けられている。戻るボタン２５４は、タップされるこ
とによって画面が点検画面２００から準備画面３００（図８（ａ）参照）に切り替わるボ
タンである。
【００９０】
　静止画像撮影ボタン２５５は、タップされることによって画面が静止画像撮影画面（図
示省略）に切り替わり、撮像部３８による静止画像の撮影が可能となるボタンである。動
画像撮影ボタン２５６は、タップされることによって画面が動画像撮影画面（図示省略）
に切り替わり、撮像部３８による動画像の撮影が可能となるボタンである。手書きメモボ
タン２５７は、タップされることによって画面が手書きメモ作成画面（図示省略）に切り
替わり、手書きメモの作成が可能となるボタンである。
【００９１】
　閲覧ボタン２５８は、タップされることによって画面がファイル選択画面（図示省略）
に切り替わるボタンである。このファイル選択画面では、携帯端末１０の補助記憶部３４
に記憶された複数の参照情報１７０または画像情報１８０のいずれかを選択することで、
所定のアプリケーションが起動するようになっており、これにより、選択した参照情報１
７０または画像情報１８０を閲覧することが可能となっている。
【００９２】
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　点検画面２００にはまた、表示マスタ情報１２０に基づいて表示内容を変更可能な複数
の可変表示領域２６０ａ～２６０ｊが設けられている。このうち、可変表示領域２６０ａ
～２６０ｃは、第１～第３の識別情報表示領域２２１～２２３の左側に設けられて、第１
～第３の階層の名称を表示するものであり、表示マスタ情報１２０の表示名称情報１２０
ａ～１２０ｃに設定された名称がそれぞれ表示される。
【００９３】
　また、可変表示領域２６０ｄ、２６０ｅは、開始ボタン２５２および終了ボタン２５３
内に設けられて、各ボタンの名称を表示するものであり、表示マスタ情報１２０の表示名
称情報１２０ｄ、１２０ｅに設定された名称がそれぞれ表示される。また、可変表示領域
２６０ｆ～２６０ｉは、スクロール表示領域２３０の上方に設けられて、スクロール表示
領域２３０に表示される情報の名称を表示するものであり、表示マスタ情報１２０の表示
名称情報１２０ｆ～１２０ｉに設定された名称がそれぞれ表示される。
【００９４】
　また、可変表示領域２６０ｊは、点検画面２００の最上部の左側に設けられて、点検画
面２００のタイトルを表示するものであり、表示マスタ情報１２０の表示名称情報１２０
ｊに設定された名称が表示される。このように、表示内容を変更可能な可変表示領域２６
０ａ～２６０ｊを設けることにより、点検対象である設備等および点検項目の種類や、点
検項目のグループ分けの仕方等に応じて柔軟に表示内容を変更することが可能となる。す
なわち、点検画面２００の表示内容を適用先に応じて最適化することができるため、点検
支援システム１の汎用性を高めることが可能となっている。
【００９５】
　点検画面２００の可変表示領域２６０ｆ～２６０ｉの上方には、点検日時表示領域２７
０が設けられている。この点検日時表示領域２７０には、「点検記録」という文字と共に
、点検作業を開始した日時、すなわち開始ボタン２５２がタップされた日時が表示される
。なお、点検日時表示領域２７０において、点検作業の開始日時に代えて現在日時を時計
表示するようにしてもよい。また、終了ボタンがタップされた日時を、終了日時として点
検日時表示領域２７０に表示するようにしてもよい。
【００９６】
　次に、点検支援システム１による点検作業の手順と共に、携帯端末１０および管理装置
２０の機能の詳細について説明する。
【００９７】
　図８～１３は、点検支援システム１による点検作業の手順を示した概略図である。携帯
端末１０において点検支援制御プログラムを実行すると、まず図８（ａ）に示されるよう
に、表示部３６（タッチパネル１１）に準備画面３００が表示される。この準備画面３０
０には、点検実施ボタン３１１と、同期実施ボタン３１２と、ファイル閲覧ボタン３１３
と、が設けられている。
【００９８】
　点検実施ボタン３１１は、タップされることによって画面が点検画面２００に切り替わ
るボタンである。また、同期実施ボタン３１２は、タップされることによって同期手段５
０ｈ、８３による点検情報１００の同期が開始されるボタンである。また、ファイル閲覧
ボタン３１３は、タップされることによって画面がファイル選択画面（図示省略）に切り
替わり、参照情報１７０または画像情報１８０を閲覧可能とするボタンである。
【００９９】
　点検作業では、準備画面３００の表示後に、まず点検情報１００の同期を行う。点検情
報１００の同期では、まず作業者は、同期実施ボタン３１２をタップする。同期手段５０
ｈは、入力部３５（タッチパネル１１）を介して同期実施ボタン３１２のタップ操作を検
出したならば、管理装置２０の同期手段８３と共に点検情報１００の同期を実行する。こ
れにより、携帯端末１０の補助記憶部３４に記憶された点検マスタ情報１１０および表示
マスタ情報１２０等が最新の状態に更新される。また、管理装置２０において追加された
参照情報１７０等がある場合には、これが携帯端末１０の補助記憶部３４に新たに記憶さ
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れる。
【０１００】
　次に、作業者は、マニュアル等の参照情報１７０を閲覧する必要がある場合には、ファ
イル閲覧ボタン３１３をタップして必要な参照情報１７０を閲覧する。そして、点検作業
を実施する場合には、作業者は点検実施ボタン３１１をタップする。点検支援制御手段５
０は、入力部３５を介して点検実施ボタン３１１のタップ操作を検出したならば、点検画
面２００を表示する。
【０１０１】
　図８（ｂ）に示されるように、切り替え直後の点検画面２００では、グループ選択手段
５０ａにより、第１の階層表示領域２１１に「選択してください。」というメッセージが
表示されている。同様に、作業者表示領域２４０には、作業者選択手段５０ｊにより、「
選択してください。」というメッセージが表示されている。また、開始ボタン２５２およ
び終了ボタン２５３は、点検支援制御手段５０により、暗転表示または半透明表示等され
ると共に、タップ操作を受け付けないロック状態となっている。
【０１０２】
　点検画面２００が表示されたならば、次に作業者の選択を行う。作業者の選択では、ま
ず作業者は、作業者表示領域２４０をタップする。作業者選択手段５０ｊは、入力部３５
を介して作業者表示領域２４０のタップ操作を検出したならば、作業者マスタ情報１３０
に基づき、作業者名をリスト表示する。具体的には、図８（ｃ）に示されるように、ドロ
ップボックス２４０ａを表示して、作業者名をリスト表示する。なお、作業者名の数が多
い場合には、ドロップボックス２４０ａはスクロール表示となる。
【０１０３】
　次に、作業者は、リスト表示された作業者名から自身の名前を選択してタップする。作
業者選択手段５０ｊは、入力部３５を介してこのタップ操作を検出したならば、図９（ａ
）に示されるように、選択された作業者名をＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶する
と共に、作業者表示領域２４０に表示する。
【０１０４】
　これにより、作業者の選択が完了する。本実施形態では、作業者マスタ情報１３０に基
づいて作業者に自身の名前を選択させることにより、作業者名の入力を容易にしているが
、キーボード等を表示部３６に表示して、作業者名を直接入力させるようにしてもよい。
また、例えば入力部３５を介してドロップボックス２４０ａの所定の領域におけるタップ
操作を検出した場合にキーボード等を表示部３６に表示し、作業者マスタ情報１３０に設
定されていない作業者名を入力可能とするようにしてもよい。また、ここでは、点検画面
２００の表示後、まず作業者の選択を行う場合を例にして説明したが、作業者の選択は、
後述するグループの選択の後に行うことも可能となっている。また、作業者の選択は、例
えば後述する認証の後や全ての点検結果の入力後等、その他の任意のタイミングで行われ
るものであってもよい。

【０１０５】
　作業者の選択が完了したならば、次にグループの選択を行う。グループの選択では、ま
ず作業者は、第１の階層表示領域２１１をタップする。グループ選択手段５０ａは、入力
部３５を介して第１の階層表示領域２１１のタップ操作を検出したならば、点検マスタ情
報１１０に基づき、第１の階層のグループをリスト表示する。具体的には、図９（ａ）に
示されるように、ドロップボックス２１１ａを表示して、第１の階層のグループをリスト
表示する。
【０１０６】
　次に、作業者はリスト表示されたグループから目的のグループを選択してタップする。
グループ選択手段５０ａは、入力部３５を介してこのタップ操作を検出したならば、選択
されたグループをＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶する。そして、グループ表示手
段５０ｂは、選択されたグループを第１の階層表示領域２１１に表示する（図９（ｂ）参
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照）。
【０１０７】
　次に、グループ選択手段５０ａは、点検マスタ情報１１０に基づき、選択された第１の
階層のグループに属する第２の階層のグループが存在する場合には、第２の階層表示領域
２１２に「選択してください。」というメッセージを表示する（図示省略）。そして、グ
ループ選択手段５０ａは、入力部３５を介して作業者による第２の階層表示領域２１２の
タップ操作を検出したならば、点検マスタ情報１１０に基づき、選択された第１の階層の
グループに属する第２の階層のグループをリスト表示する。具体的には、図９（ｂ）に示
されるように、ドロップボックス２１２ａを表示して、選択された第１の階層のグループ
に属する第２の階層のグループをリスト表示する。
【０１０８】
　次に、グループ選択手段５０ａは、入力部３５を介して作業者によるドロップボックス
２１２ａに表示されたグループのいずれかを選択するタップ操作を検出したならば、選択
されたグループをＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶する。そして、グループ表示手
段５０ｂは、選択されたグループを第２の階層表示領域２１２に表示する（図９（ｃ）参
照）。
【０１０９】
　次に、グループ選択手段５０ａは、点検マスタ情報１１０に基づき、選択された第２の
階層のグループに属する第３の階層のグループが存在する場合には、第３の階層表示領域
２１３に「選択してください。」というメッセージを表示する（図示省略）。そして、グ
ループ選択手段５０ａは、入力部３５を介して作業者による第３の階層表示領域２１３の
タップ操作を検出したならば、点検マスタ情報１１０に基づき、選択された第２の階層の
グループに属する第３の階層のグループをリスト表示する。具体的には、図９（ｃ）に示
されるように、ドロップボックス２１３ａを表示して、選択された第２の階層のグループ
に属する第３の階層のグループをリスト表示する。
【０１１０】
　次に、グループ選択手段５０ａは、入力部３５を介して作業者によるドロップボックス
２１３ａに表示されたグループのいずれかを選択するタップ操作を検出したならば、選択
されたグループをＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶する。そして、グループ表示手
段５０ｂは、選択されたグループを第３の階層表示領域２１３に表示する（図１０（ａ）
参照）。
【０１１１】
　以上の手順により、第１～第３の階層のグループの選択が完了する。なお、ドロップボ
ックス２１１ａ～２１３ａは、表示するグループの数が多い場合にはスクロール表示とな
ることは言うまでもない。本実施形態では、グループを階層ごとに選択するようにしてい
るため、作業者は容易且つ迅速に目的のグループを選択することが可能であり、選択ミス
等が発生しにくいようになっている。また、選択したグループを階層ごとに別の領域に表
示するようにしているため、作業者は選択したグループを容易に把握することが可能とな
っている。
【０１１２】
　第１～第３の階層のグループの選択が完了したならば、図１０（ａ）に示されるように
、点検項目表示手段５０ｃは、点検マスタ情報１１０に基づき、最下層のグループ（この
例では、第３の階層のグループ）に属する点検項目をスクロール表示領域２３０の点検項
目表示領域２３１に表示すると共に、参考情報が設定されている点検項目については、参
考情報を参考情報表示領域２３２に表示する。また、点検結果入力手段５０ｄは、点検マ
スタ情報１１０に基づき、点検結果の入力を受け付ける受付表示として、選択肢ボタン２
８１、ドロップボックス開始ボックス２８２または直接入力表示ボックス２８３を点検結
果入力表示領域２３３に表示する。
【０１１３】
　点検結果入力手段５０ｄは、点検項目に設定された選択肢が３つ以下の場合は、選択肢
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を表示した選択肢ボタン２８１を表示し、選択肢が４つ以上の場合は、「選択してくださ
い。」というメッセージを表示したドロップボックス開始ボックス２８２を表示する。ま
た、点検項目に選択肢が設定されていない場合には、直接入力表示ボックス２８３を表示
する。なお、この段階ではまだ認証手段５０ｇによる認証がなされていないため、選択肢
ボタン２８１、ドロップボックス開始ボックス２８２および直接入力表示ボックス２８３
は、暗転表示または半透明表示等されると共に、入力操作を受け付けないロック状態とな
っている。
【０１１４】
　また、前回結果表示手段５０ｉは、第１～第３の階層のグループの選択が完了したなら
ば、過去の点検結果情報１４０に基づき、前回の入力結果を前回結果表示領域２３４に表
示する。また、識別情報表示手段５０ｅは、第１～第３のグループが選択されるごとに、
識別情報を第１～第３の識別情報表示領域２２１～２２３に表示する（図９（ａ）～（ｃ
）および図１０（ａ）参照）。なお、この例では、まだ点検結果の入力がされていないた
め、全体が着色されていない円形の図形（第３の識別情報）が第１～第３の識別情報表示
領域２２１～２２３にそれぞれ表示される。
【０１１５】
　本実施形態では、グループの選択により、必要な点検項目のみを点検項目表示手段５０
ｃに表示するようにしているため、携帯端末１０の比較的狭い表示部３６においても、点
検項目、参考情報、受付表示および前回結果を見やすく且つ分りやすく配置して表示する
ことが可能となっている。
【０１１６】
　グループの選択および点検項目等の表示が完了したならば、次に認証を行う。認証では
、まず作業者は、読込ボタン２５１をタップする。認証手段５０ｇは、入力部３５を介し
て読込ボタン２５１のタップ操作を検出したならば、読込画面を表示する（図示省略）。
【０１１７】
この読込画面には、撮像部３８によって撮影された画像が表示される撮影画像表示領域が
設けられており、作業者はこれを確認しながら、例えば点検対象の設備に附されたバーコ
ード等の認証用画像を、撮像部３８により撮影する。そして、認証手段５０ｇは、撮影さ
れた認証用画像をＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶する。
【０１１８】
　認証手段５０ｇは、次に認証情報１６０に基づき、撮影された認証用画像が選択された
各階層のグループのいずれかに対応するものであるか否かを判定する。認証手段５０ｇは
、撮影された認証用画像が選択された各階層のグループのいずれかに対応するものである
場合には、画面を点検画面２００に切り替え、図１０（ｂ）に示されるように、開始ボタ
ン２５２を通常表示に変更すると共にロックを解除してタップ操作を受け付けるようにす
る。また、撮影された認証用画像が選択された各階層のグループのいずれかに対応するも
のでない場合には、認証手段５０ｇは、所定のエラーメッセージ（図示省略）を表示する
等して、再度の撮影を促す。
【０１１９】
　認証が完了したならば、次に作業者は、開始ボタン２５２をタップする。点検支援制御
手段５０は、入力部３５を介して開始ボタン２５２のタップ操作を検出したならば、開始
ボタン２５２がタップされた日時をＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶すると共に、
図１０（ｃ）に示されるように、タップされた日時を点検日時表示領域２７０に表示する
。また、開始ボタン２５２を再び暗転表示または半透明表示等してタップ操作を受け付け
ないロック状態にすると共に、終了ボタン２５３を通常表示に変更してタップ操作を受け
付けるようにロックを解除する。
【０１２０】
　点検結果入力手段５０ｄは、入力部３５を介して開始ボタン２５２のタップ操作を検出
したならば、図１０（ｃ）に示されるように、選択肢ボタン２８１、ドロップボックス開
始ボックス２８２および直接入力表示ボックス２８３を通常表示に変更すると共に、ロッ
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クを解除して入力操作を受け付けるようにする。これにより、点検結果の入力が可能とな
り、作業者は、表示された点検項目に沿って具体的な点検作業を行うことが可能となる。
【０１２１】
　点検結果を入力する場合、作業者は、選択肢ボタン２８１が表示されている点検項目に
ついては、選択肢ボタン２８１のいずれかを選択してタップする。点検結果入力手段５０
ｄは、入力部３５を介していずれかの選択肢ボタン２８１のタップ操作を検出したならば
、タップされた選択肢ボタン２８１に対応する選択肢を、入力結果としてＲＡＭ３３また
は補助記憶部３４に記憶する。また、図１１（ａ）に示されるように、選択されなかった
選択肢ボタン２８１を暗転表示または半透明表示等することにより、入力結果を点検結果
入力表示領域２３３に表示する。
【０１２２】
　ドロップボックス開始ボックス２８２が表示されている点検項目について点検結果を入
力する場合には、作業者は、まずドロップボックス開始ボックス２８２をタップする。点
検結果入力手段５０ｄは、入力部３５を介してドロップボックス開始ボックス２８２のタ
ップ操作を検出したならば、図１１（ａ）に示されるように、ドロップボックス２８２ａ
を表示して、点検マスタ情報１１０に基づく選択肢をリスト表示する。なお、選択肢の数
が多い場合には、ドロップボックス２８２ａをスクロール表示とする。
【０１２３】
　次に、作業者は、リスト表示された選択肢のいずれかを選択してタップする。点検結果
入力手段５０ｄは、入力部３５を介してこのタップ操作を検出したならば、タップされた
選択肢を、入力結果としてＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶すると共に、点検結果
入力表示領域２３３に表示する。
【０１２４】
　直接入力表示ボックス２８３が表示されている点検項目について点検結果を入力する場
合には、作業者は、まず直接入力表示ボックス２８３をタップする。点検結果入力手段５
０ｄは、入力部３５を介して直接入力表示ボックス２８３のタップ操作を検出したならば
、キーボード画面４００を表示する。このキーボード画面４００には、図１１（ｂ）に示
されるように、数字、文字または記号等を入力するための複数の入力キー４１１と、入力
を確定するための確定キー４１２と、数字入力用、文字入力用および記号入力用等のキー
ボードを切り替えるキーボード切替キー４１３と、点検画面２００に戻るための戻るボタ
ン４１４と、入力結果表示領域４２１と、が設けられている。なお、図１１（ｂ）は、数
字入力用のキーボードが表示されている場合を示している。
【０１２５】
　作業者は、必要に応じてキーボード切替キー４１３をタップしてキーボードを切り替え
、入力キー４１１および確定キー４１２をタップして点検結果を入力する。点検結果入力
手段５０ｄは、作業者のタップ操作に基づいて、入力結果をＲＡＭ３３または補助記憶部
３４に記憶する。また、入力結果をキーボード画面４００の入力結果表示領域４２１に表
示すると共に、点検画面２００が表示された場合には点検画面２００の点検結果入力表示
領域２３３の直接入力表示ボックス２８３に表示する。
【０１２６】
　なお、本実施形態では、図１１（ｂ）に示されるように、キーボード画面４００におい
ても、点検項目表示領域４２２、前回結果表示領域４２３および参考情報表示領域４２４
を設けるようにしている。このようにすることで、キーボード画面４００においても、作
業者は、点検結果を入力しようとしている点検項目、ならびにこれの参考情報および前回
の入力結果を確認することができるため、入力ミス等の発生を低減することが可能となる
。
【０１２７】
　さらに、本実施形態では、点検結果入力手段５０ｄは、入力された点検結果が数値であ
る場合に、点検マスタ情報１１０に基づいて、参考情報の上限値および下限値と比較する
。そして、入力された点検結果がこれらの範囲外となる場合には、点検結果入力手段５０
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ｄは、所定のアラームメッセージ（図示省略）をキーボード画面４００に表示する。これ
により、作業者に入力内容を再確認させることができるため、入力ミス等の発生をより確
実に低減することが可能となる。なお、アラームメッセージと共に、携帯端末１０の備え
る音声出力部や振動発生部を使用して音声や振動を発生させるようにしてもよい。
【０１２８】
　また、本実施形態では、キーボード画面４００に、点検項目移動ボタン４１５、４１６
を設けるようにしている。点検結果入力手段５０ｄは、入力部３５を介して点検項目移動
ボタン４１５のタップ操作を検出した場合、次の点検項目が点検結果を直接入力するもの
であるときは、点検項目表示領域４２２、前回結果表示領域４２３および参考情報表示領
域４２４の表示を次の（点検項目表示領域２３１において１つ下の）点検項目のものに切
り替え、次の点検項目についての点検結果の入力を受け付ける。また、入力部３５を介し
て点検項目移動ボタン４１６のタップ操作を検出した場合には、１つ前の（点検項目表示
領域２３１において１つ上の）点検項目が点検結果を直接入力するものであるときは、点
検項目表示領域４２２、前回結果表示領域４２３および参考情報表示領域４２４の表示を
１つ前の点検項目のものに切り替え、１つ前の点検項目についての点検結果の入力を受け
付ける。
【０１２９】
　すなわち、本実施形態では、点検画面２００に戻ることなく、キーボード画面４００に
おいて複数の点検項目について連続して点検結果を入力することが可能となっている。こ
のようにすることで、煩雑に画面を切り替えることなく複数の点検項目についての点検結
果を入力することができるため、点検作業を効率的に進めることが可能となる。また、キ
ーボード画面４００にも、点検項目表示領域４２２と共に、前回結果表示領域４２３およ
び参考情報表示領域４２４を設けているため、例えば参考情報や前回結果の確認のために
一旦点検画面２００に戻るといった必要もない。
【０１３０】
　なお、点検結果入力手段５０ｄは、入力部３５を介して点検項目移動ボタン４１５のタ
ップ操作を検出した場合に、次の点検項目が点検結果として選択肢を選択するものである
ときは、画面を点検画面２００に切り替える。同様に、入力部３５を介して点検項目移動
ボタン４１６のタップ操作を検出した場合に、１つ前の点検項目が点検結果として選択肢
を選択するものであるときは、画面を点検画面２００に切り替える。また、点検項目表示
手段５０ｃは、点検項目移動ボタン４１５、４１６または戻るボタン４１４のタップ操作
によってキーボード画面４００から点検画面２００に表示が切り替わる場合、次に入力の
必要な点検項目が点検項目表示領域２３１の最上段に表示されるように、点検項目の表示
位置を変更する。
【０１３１】
　作業者は、このようにして点検項目ごとに点検結果を入力していく。隠れている点検項
目を表示させる場合には、作業者は、図１１（ｃ）に示されるように、スクロール表示領
域２３０をドラッグする。点検支援制御手段５０は、入力部３５を介してこのドラッグ操
作を検出したならば、これに基づいてスクロール表示領域２３０をスクロールさせる。
【０１３２】
　点検項目表示手段５０ｃは、スクロール表示領域２３０のスクロールに基づいて、点検
項目表示領域２３１および参考情報表示領域２３２の表示を変更する。また、点検結果入
力手段５０ｄは、スクロール表示領域２３０のスクロールにより新たに表示されることと
なった点検結果が未入力の点検項目について、選択肢ボタン２８１、ドロップボックス開
始ボックス２８２または直接入力表示ボックス２８３を点検結果入力表示領域２３３に表
示して入力操作を受け付ける。また、既に点検結果が入力されている点検項目については
、入力結果を点検結果入力表示領域２３３に表示する。
【０１３３】
　また、識別情報表示手段５０ｅは、点検結果入力手段５０ｄが点検結果の入力を受け付
けたことに基づいて、第１～第３の識別情報表示領域２２１～２２３に表示する識別情報
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を、全体の半分を着色した円形の図形（第２の識別情報）にそれぞれ変更する。従って、
作業者は、スクロール表示領域２３０をスクロールさせて各点検項目を確認することなく
、各階層のグループに属する点検項目の入力状況を一目で把握することができる。
【０１３４】
　点検作業中、作業者は、必要に応じて、静止画像撮影ボタン２５５、動画像撮影ボタン
２５６または手書きメモボタン２５７をタップし、静止画像の撮影、動画像の撮影または
手書きメモの作成を行う。点検支援制御手段５０は、撮影された静止画像もしくは動画像
、または作成された手書きメモを画像情報１８０として補助記憶部３４に記憶する。また
、作業者は、点検作業中にマニュアル等を参照する必要がある場合には、閲覧ボタン２５
８をタップして参照情報１７０または画像情報１８０を閲覧する。
【０１３５】
　また、作業者は、いずれかの点検項目について、前回結果表示領域２３４に表示された
前回の入力結果よりも古い入力結果を参照したい場合には、表示された前回の入力結果を
タップする。前回結果表示手段５０ｉは、このタップ操作を検出したならば、図１２（ａ
）に示されるように、ドロップボックス２３４ａを表示して、補助記憶部３４に記憶され
た過去の点検結果情報１４０に基づく過去の入力結果を最新のものから最大１０個スクロ
ール表示する。なお、補助記憶部３４に記憶された過去の点検結果情報１４０が１０個に
満たない場合は、過去の点検結果情報１４０の個数だけ過去の入力結果がドロップボック
ス２３４ａに表示されることは言うまでもない。
【０１３６】
　また、本実施形態では、作業者は、今回の点検作業では点検結果を入力する必要のない
点検項目については、点検結果の入力を省略することができる。この場合、作業者は、入
力を省略する点検項目に対応する参考情報表示領域２３２を長押しする。点検結果入力手
段５０ｄは、入力部３５を介してこの長押し操作を検出した場合、その点検項目について
入力を省略したことを示す情報をＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶する。また、図
１２（ｂ）に示されるように、直接入力表示ボックス２８３に「------」を表示する等し
て、入力が省略されたことを示す情報を点検結果入力表示領域２３３に表示する。
【０１３７】
　なお、識別情報表示手段５０ｅは、点検結果入力手段５０ｄが点検結果の入力を省略す
る長押し操作を受け付けた場合にも、その点検項目について点検結果の入力が行われたと
判定する。従って、あるグループに属する点検項目において、点検結果の入力を省略した
点検項目以外の点検項目の全てについて、点検結果入力手段５０ｄが点検結果の入力を受
け付けている場合には、識別情報表示手段５０ｅは、そのグループの識別情報として全体
を着色した円形の図形（第１の識別情報）を表示する。
【０１３８】
　点検項目表示領域２３１に表示された全ての点検項目、すなわち第１～第３の階層表示
領域２１１～２１３に表示されたグループのうちの最下層のグループ（この例では、第３
の階層表示領域２１３に表示されたグループ）に属する全ての点検項目について、点検結
果の入力が完了したならば、次の点検対象の点検項目を表示させるべく、再度グループの
選択を行う。
【０１３９】
　なお、点検項目表示領域２３１に表示された全ての点検項目について点検結果が入力さ
れたか否かは、最下層のグループの識別情報を見ることで容易に把握することができる。
すなわち、本実施形態では、スクロール表示領域２３０をスクロールさせて全ての点検項
目について点検結果が入力されているか否かを確認する必要がないため、きわめて多くの
点検項目が存在するような場合にも、効率的に点検作業を進めることが可能となっている
。
【０１４０】
　このグループの選択は、最初のグループの選択と同様の手順で行われる。すなわち、作
業者は、まず第１～第３の階層表示領域２１１～２１３のいずれかをタップする。グルー
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プ選択手段５０ａは、入力部３５を介してこのタップ操作を検出したならば、点検マスタ
情報１１０に基づいてタップされた階層のグループをリスト表示する。次に、作業者は、
リスト表示されたグループのいずれかをタップして選択する。そして、グループ表示手段
５０ｂは、選択されたグループを表示し、識別情報表示手段５０ｅは、新たに表示された
グループの識別情報を表示する。
【０１４１】
　新たなグループが選択されたならば、図１２（ｃ）に示されるように、点検項目表示手
段５０ｃは、点検マスタ情報１１０に基づき、最下層のグループに属する点検項目を点検
項目表示領域２３１に表示すると共に、参考情報が設定されている点検項目についての参
考情報を参考情報表示領域２３２に表示する。また、点検結果入力手段５０ｄは、点検マ
スタ情報１１０に基づき、選択肢ボタン２８１、ドロップボックス開始ボックス２８２ま
たは直接入力表示ボックス２８３を点検結果入力表示領域２３３に表示し、前回結果表示
手段５０ｉは、過去の点検結果情報１４０に基づき、前回の入力結果を前回結果表示領域
２３４に表示する。
【０１４２】
　新たに点検項目表示領域２３１に表示された点検項目が、前回認証されたグループに属
するものでない場合には、開始ボタン２５２、および新たに点検結果入力表示領域２３３
に表示された選択肢ボタン２８１等は、入力操作を受け付けないロック状態となる。この
場合、作業者は、読込ボタン２５１をタップして認証用画像を撮影し、認証を行う。認証
手段５０ｇによって認証がなされたならば、作業者は、ロックが解除された開始ボタン２
５２をタップした上で具体的な点検作業を開始し、点検結果を入力していく。
【０１４３】
　また、新たに点検項目表示領域２３１に表示された点検項目が、前回認証されたグルー
プに属するものである場合には、点検結果入力手段５０ｄは、入力操作を受け付け可能な
状態で選択肢ボタン２８１等を点検結果入力表示領域２３３に表示する。この場合、作業
者は、そのまま具体的な点検作業を開始し、点検結果を入力していく。
【０１４４】
　作業者は、このように順次グループを選択して、必要な点検項目等をスクロール表示領
域２３０に表示させながら点検作業を進めていく。点検マスタ情報１１０に設定された全
ての点検項目について点検結果の入力が完了したならば、作業者は、終了ボタン２５３を
タップする。なお、全ての点検項目について点検結果を入力したか否かは、第１の階層の
グループを順に選択して第１の階層表示領域２１１の表示を切り替え、第１の識別情報表
示領域２２１に表示される第１の階層の各グループの識別情報を確認することで把握する
ことができる。すなわち、第１の階層の全てのグループの識別情報が全体を着色した円形
の図形となっていれば、点検マスタ情報１１０に設定された全ての点検項目について点検
結果の入力が完了している。
【０１４５】
　点検支援制御手段５０は、入力部３５を介して終了ボタン２５３のタップ操作を検出し
たならば、開始ボタン２５２がタップされた日時をＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記
憶する。そして、点検結果生成手段５０ｆは、ＲＡＭ３３または補助記憶部３４に記憶さ
れた情報に基づき、ＣＳＶ形式の点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０を生
成する。
【０１４６】
　なお、本実施形態では、このように、ＲＡＭ３３または補助記憶部３４に別ファイルと
して記憶した入力結果等に基づいて、最後に点検結果生成手段５０ｆがＣＳＶ形式の点検
結果情報１４０および点検結果補助情報１５０を生成するようにしているが、点検結果等
が入力される度に、点検結果生成手段５０ｆがＣＳＶ形式の点検結果情報１４０および点
検結果補助情報１５０に情報を付加して更新するようにしてもよい。
【０１４７】
　点検作業が終了し、点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０が生成されたな
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らば、再度同期を行う。作業者は、終了ボタン２５３をタップした後に、戻るボタン２５
４をタップする。点検支援制御手段５０は、入力部３５を介して戻るボタン２５４のタッ
プ操作を検出したならば、準備画面３００を表示する。
【０１４８】
　準備画面３００が表示されたならば、作業者は、同期実施ボタン３１２をタップする。
同期手段５０ｈは、入力部３５を介して同期実施ボタン３１２のタップ操作を検出したな
らば、管理装置２０の同期手段８３と共に点検情報１００の同期を実行する。これにより
、今回の点検作業で新たに生成された点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０
が、管理装置２０の補助記憶部６４に記憶されることとなる。
【０１４９】
　管理装置２０の報告書生成手段８２は、図１３（ｃ）に示されるように、補助記憶部６
４に新たに追加された点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０に基づき、所定
の様式に変換した報告書１９０を生成し、補助記憶部６４に記憶すると共に必要に応じて
印刷出力する。なお、報告書生成手段８２による報告書１９０の生成は、作業者や管理者
等の操作に基づいて行ってもよいし、自動的に行ってもよい。
【０１５０】
　また、作業者または管理者は、点検作業の終了後、点検項目や点検項目のグループ分け
、参考情報等に修正の必要がある場合には、管理装置２０のマスタ情報生成手段８１を使
用して点検マスタ情報１１０を修正する。修正された点検マスタ情報１１０は、次回の同
期の際に携帯端末１０の補助記憶部３４に記憶され、次回の点検作業において使用される
。本実施形態では、点検マスタ情報１１０の修正が容易であるため、実際の点検作業や点
検現場の状況に応じて、随時点検作業の進め方を改善することが可能となっている。
【０１５１】
　なお、上述の例では、点検マスタ情報１１０、表示マスタ情報１２０、作業者マスタ情
報１３０、点検結果情報１４０および点検結果補助情報１５０をテキストデータから構成
した場合を示したが、本実施形態において、例えばＳＱＬ形式等、その他のデータ形式か
らこれらの情報を構成するようにしてもよいことは言うまでもない。この場合、専用のエ
ディタ等をマスタ情報生成手段８１として設けるようにしてもよいし、編集や閲覧用のテ
キストデータを同期用の他のデータ形式に変換して点検マスタ情報１１０、表示マスタ情
報１２０および作業者マスタ情報１３０を生成する情報変換手段を管理装置２０に設ける
ようにしてもよい。
【０１５２】
　具体的には、ＣＳＶ形式等の点検マスタ予備情報、表示マスタ予備情報および作業者マ
スタ予備情報を、一般的な表計算ソフト等のマスタ情報生成手段８１により生成し、その
後、情報変換手段によって、点検マスタ予備情報、表示マスタ予備情報および作業者マス
タ予備情報から点検マスタ情報１１０、表示マスタ情報１２０および作業者マスタ情報１
３０を生成する。さらに、この場合、情報変換手段によって、同期用のデータ形式の点検
結果情報１４０および点検結果補助情報１５０から、ＣＳＶ形式等のテキストデータの点
検結果予備情報および点検結果補助予備情報を生成するようにしてもよい。また、報告書
生成手段８２は、点検結果予備情報および点検結果補助予備情報に基づいて報告書１９０
を生成するものであってもよい。
【０１５３】
　このようにした場合においても、点検マスタ予備情報等を介して点検マスタ情報１１０
等の生成および修正を容易且つ迅速に行うことが可能となる。また、点検結果予備情報等
により、報告書等の作成や点検結果の各種分析への活用を容易に行うことが可能となる。
また、点検マスタ情報１１０等のファイル構成の自由度が高まることから、例えば点検マ
スタ情報１１０、表示マスタ情報１２０、作業者マスタ情報１３０、点検結果情報１４０
および点検結果補助情報１５０を、それぞれ別ページに格納して１つのデータファイルに
統合する等、点検情報１００の効率的な取り扱いが可能となる。
【０１５４】
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　なお、この場合において、情報変換手段は、作業者や管理者の操作に基づいてデータ形
式の変換を行うものであってもよいし、同期の際に自動的にデータ形式の変換を行うもの
であってもよい。また、携帯端末１０に情報変換手段を設け、携帯端末１０における点検
結果予備情報および点検結果補助予備情報の生成等を可能とするようにしてもよい。
【０１５５】
　以上説明したように、本実施形態に係る点検支援システム１は、点検情報１００の表示
および入力を行う携帯端末１０と、携帯端末１０との間で点検情報１００の送受信を行う
ことで点検情報１００を管理する管理装置２０と、を備える点検支援システムであって、
点検情報１００は、携帯端末１０に表示させる複数の点検項目を階層構造の複数のグルー
プに分類して設定する点検マスタ情報１１０と、携帯端末１０に入力された点検項目ごと
の点検結果を示す点検結果情報１４０と、を含み、点検マスタ情報１１０は、点検項目ご
とに複数の個別情報１１２が設定されたテーブルであり、点検項目が属するグループが階
層ごとに１つの個別情報１１２として設定されている。
【０１５６】
　このような構成とすることで、簡便且つ効率的に点検作業を行うことができる。すなわ
ち、点検項目を階層構造に分類し、携帯端末１０における効率的な表示を可能としながら
も、点検マスタ情報１１０を平易且つ簡便な構成とすることができる。この結果、多数の
多岐にわたる点検項目が存在するような場合にも、点検マスタ情報１１０の生成および修
正を容易且つ迅速に行うことができるため、点検対象である設備等の改修および変更や、
点検作業の見直しおよび改善等に迅速且つ的確に対応することができる。また、点検項目
が適切に分類された点検結果情報１４０を、点検マスタ情報１１０に基づいて容易に生成
することができる。
【０１５７】
　また、点検マスタ情報１１０は、点検結果として選択される選択肢が個別情報１１２と
して設定されている。このようにすることで、点検結果の入力が容易となるため、点検作
業を簡便且つ効率的に行うと共に、入力ミス等の発生を低減することができる。
【０１５８】
　また、点検マスタ情報１１０は、携帯端末１０において点検項目と共に表示される参考
情報が個別情報１１２として設定されている。このようにすることで、例えば点検結果の
指標となる情報を作業者に提示することが可能となるため、点検作業を簡便且つ効率的に
行うと共に、入力ミス等の発生を低減することができる。
【０１５９】
　また、点検マスタ情報１１０は、テキストデータから構成されている、またはテキスト
データから構成される点検マスタ予備情報に基づいて生成されている。このようにするこ
とで、一般的な表計算ソフトやテキストエディタ等を使用して、きわめて容易に点検マス
タ情報１１０を生成、閲覧および修正等することができる。
【０１６０】
　また、点検結果情報１４０は、テキストデータから構成されている、または前記点検結
果情報に基づいてテキストデータから構成される点検結果予備情報が生成されている。こ
のようにすることで、点検結果情報１４０の取り扱いや、これに基づく報告書等の作成を
きわめて容易にするだけでなく、点検結果情報１４０の各種分析への活用を容易にするこ
とができる。
【０１６１】
　また、携帯端末１０は、点検情報１００を記憶する端末側記憶部（補助記憶部３４）を
備え、管理装置２０は、点検情報１００を記憶する管理側記憶部（補助記憶部６４）を備
え、携帯端末１０および管理装置２０の少なくともいずれかは、端末側記憶部に記憶され
た点検情報１００と管理側記憶部に記憶された点検情報１００を同期させる同期手段５０
ｈ、８３を備えている。このようにすることで、適切なタイミングで同期を行うだけで、
点検マスタ情報１１０の変更を迅速に携帯端末１０においても反映することができると共
に、点検結果情報１４０を確実に管理装置２０に記憶させることができる。また、点検作
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業中に携帯端末１０から管理装置２０の点検情報１００に逐一アクセスするといった必要
がないため、点検作業を迅速且つ効率的に進めることができる。
【０１６２】
　また、携帯端末１０は、各種情報を表示する表示部３６と、使用者の入力操作を受け付
ける入力部３５と、点検マスタ情報１１０に基づき、表示部３６にグループを階層ごとに
リスト表示すると共に、入力部３５を介してグループを選択する入力操作を受け付けるグ
ループ選択手段５０ａと、入力操作によって選択されたグループを階層ごとに表示部３６
に表示するグループ表示手段５０ｂと、点検マスタ情報１１０に基づき、入力操作によっ
て選択されたグループのうちの最下層のグループに属する点検項目を表示部３６に表示す
る点検項目表示手段５０ｃと、を備えている。このようにすることで、携帯端末１０に効
率的且つ分りやすく点検項目を表示することが可能となるため、点検作業を効率的に進め
ると共に、点検漏れやミス等の発生を低減することができる。
【０１６３】
　また、携帯端末１０は、入力部３５を介して点検項目ごとに点検結果の入力操作を受け
付ける点検結果入力手段５０ｄと、点検結果入力手段５０ｄが受け付けた入力操作に基づ
き、グループに属する全ての点検項目について点検結果の入力操作を受け付けたか否かを
識別するための識別情報をグループごとに表示部３６に表示する識別情報表示手段５０ｅ
と、を備えている。このようにすることで、点検項目をスクロール表示等によって効率的
に表示しながらも、点検結果の入力状況を的確に作業者に提示することができるため、点
検作業を効率的に進めると共に、点検漏れの発生を低減することができる。
【０１６４】
　また、識別情報は、グループに属する全ての点検項目について点検結果の入力操作を受
け付けていないことを示す第１の識別情報と、グループに属する一部の点検項目について
点検結果の入力操作を受け付けたことを示す第２の識別情報と、グループに属する全ての
点検項目について点検結果の入力操作を受け付けたことを示す第３の識別情報と、を含ん
でいる。このようにすることで、点検結果の入力状況を作業者が一目で把握可能とするこ
とができる。
【０１６５】
　また、点検情報１００は、グループと認証用画像との対応関係を示す認証情報１６０を
含み、携帯端末１０は、画像を撮影する撮像部３８と、認証情報１６０に基づき、撮像部
３８によって撮影された認証用画像が表示部３６に表示されたグループに対応するもので
あるか否かを判定し、撮像部３８によって撮影された認証用画像が表示部３６に表示され
たグループに対応するものである場合に、点検結果の入力を許可する認証手段５０ｇと、
を備えている。このようにすることで、点検作業を確実に行うと共に、点検ミスの発生を
低減することができる。
【０１６６】
　また、管理装置２０は、点検結果情報１４０を所定の様式に変換して報告書１９０を生
成する報告書生成手段８２を備えている。このようにすることで、報告書作成の手間を省
き、点検作業をより効率化することができる。
【０１６７】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の点検支援システムは、上記し
た実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々
変更を加え得ることは勿論である。
【０１６８】
　例えば、上記実施形態では、点検項目を３つの階層のグループに分類した場合の例を示
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、その他の数の階層のグループに点検項
目を分類するようにしてもよい。また、各階層のグループ名は、上記実施形態において示
したものに限定されないことは言うまでもない。また、点検情報１００に複数種類の点検
マスタ情報１１０等を含めるようにし、携帯端末１０において選択するようにしてもよい
。
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【０１６９】
　また、点検画面２００、準備画面３００およびキーボード画面４００の画面構成は、上
記実施形態において示したものに限定されず、その他の任意の画面構成を採用することが
できる。例えば、点検画面２００の点検項目表示領域２３１は、表示部３６の大きさ等に
応じて、６個以上の点検項目を同時に表示可能に構成されたものであってもよいし、４個
以下の点検項目を同時に表示可能に構成されたものであってもよい。また、点検画面２０
０のスクロール表示領域２３０に代えて、複数ページを切り替えて表示する領域を設ける
ようにしてもよい。また、前回結果表示手段５０ｉは、最大１０個の過去の入力結果を表
示するものに限定されず、１１個以上の入力結果を表示するものであってもよい。
【０１７０】
　また、携帯端末１０において、認証手段５０ｇが認証用画像に対応するグループを選択
し、これに基づいて、グループ表示手段５０ｂおよび点検項目表示手段５０ｃ等がグルー
プおよび点検項目等の表示を行うようにしてもよい。また、点検作業をより迅速化すべく
、認証を省略したモードを設定するようにしてもよい。
【０１７１】
　また、マスタ情報生成手段８１および報告書生成手段８２は、管理装置２０とは異なる
ＰＣ等に設けられるものであってもよく、携帯端末１０に設けられるものであってもよい
。また、点検支援システム１は、複数の携帯端末１０を備えるものであってもよいし、複
数の管理装置２０を備えるものであってもよい。また、複数の携帯端末１０を備えるよう
にした場合、複数の携帯端末１０ごとに異なる点検情報１００を同期させるようにしても
よい。
【０１７２】
　また、上記実施形態において示した作用および効果は、本発明から生じる最も好適な作
用および効果を列挙したものに過ぎず、本発明による作用および効果は、これらに限定さ
れるものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１７３】
　本発明に係る点検支援システムは、各種施設や設備、機械等の運営、操業、保全および
監視等の分野において利用することができる。
【符号の説明】
【０１７４】
　１　点検支援システム
　１０　携帯端末
　２０　管理装置
　３４　携帯端末の補助記憶部
　３５　携帯端末の入力部
　３６　携帯端末の表示部
　３８　撮像部
　５０ａ　グループ選択手段
　５０ｂ　グループ表示手段
　５０ｃ　点検項目表示手段
　５０ｄ　点検結果入力手段
　５０ｅ　識別情報表示手段
　５０ｇ　認証手段
　５０ｈ　携帯端末の同期手段
　６４　管理装置の補助記憶部
　８２　報告書生成手段
　８３　管理装置の同期手段
　１００　点検情報
　１１０　点検マスタ情報
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　１１２　個別情報
　１４０　点検結果情報
　１６０　認証情報
　１９０　報告書
【要約】
【課題】簡便且つ効率的に点検作業を行うことが可能な点検支援システムを提供する。
【解決手段】点検支援システム１は、点検情報１００の表示および入力を行う携帯端末１
０と、携帯端末１０との間で点検情報１００の送受信を行うことで点検情報１００を管理
する管理装置２０と、を備え、点検情報１００は、携帯端末１０に表示させる複数の点検
項目を階層構造の複数のグループに分類して設定する点検マスタ情報１１０と、携帯端末
１０に入力された点検項目ごとの点検結果を示す点検結果情報１４０と、を含み、点検マ
スタ情報１１０は、点検項目ごとに複数の個別情報１１２が設定されたテーブルであり、
点検項目が属するグループが階層ごとに１つの個別情報１１２として設定されている。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(29) JP 5634592 B1 2014.12.3

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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